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－　１　－

 目的地を決める    
 あけましておめでとうございます。 
この一年、企業を走らせていくわけですが、企業の経営は自動車の運転と似たところ

があります。普通の運転者なら、走行中はおそらく、速度計をもっともこまめに見ます。

そして時々、他の計器にも目をやるものです。燃料計でガソリン残量を確認したり、水

温計に異常がないかをチェックしたり。計器類はバランスよく見る必要があります。 
 
１．燃料計を見る 

 車の運転の際は、計器をバランスよく見るのが常識ですが、経営の場面では、「計器を

よく見ない」という部類の経営がよくあります。たとえば、国や自治体経営の多くは、

『燃料計のみ重視型』です。速度よりも、燃料の残量を気にする走り方です。お役所の

やり方は、燃料計の針が、３月末にゼロになるのを目標に車を走らせるようなもの。「お

役所の仕事は遅い」とか、効率が悪いなど住民から不満の声が出る理由は、そういうと

ころに原因がありそうです。 
 
２．速度計を見る 

 ベンチャー企業や、価格競争の激しい業界はどうでしょう。こちらは他社より一歩で

も先を行くことが優先課題です。いわば『速度計重視型』です。しかし競争に追われて

いるうち、気付いたら燃料計がゼロという事態におちいることもありそうです。ライバ

ルとの競争に気をとられ、キャッシュフローをおろそかにした結果、経営が破たんする

ようなケースです。 
 
３．水温計を見る 

 もう一つ、恐いのは『水温計無視型』。水温計の針が通常レベルを超えるのは、車の内

部に異常がある証拠です。その時点でボンネットを開けて、点検しなければいけません。

それを放置すれば、最悪の場合運転不能になります。社内のモラルが欠如し、それを放

置していた企業を考えてください。欠陥商品や、表示偽装などが消費者から総すかんを

食って、営業停止に追い込まれるなど、いくつもの企業の事例があります。 
 
４．目的地を決める 
 速度計（事業の進行状況）、燃料計（キャッシュフロー）、水温計（危機管理）、この三

つの指標を心がけていれば、どうやら円滑な経営が遂行できそうです。車の運転も経営

も、バランスよく複数計器のチェックが大切です。 
 ただし、車の運転にはそれ以前に、もっと重要なことがあります。それは、最初に目

的地を決める、ということ。目的地が決まれば、時間や燃料はおおよそどれくらいかか

るか、どのルートを通るのがスムーズか、運転者は頭の中で組み立てるものです。 
 事業を取りまく環境は厳しいので、「何のために店を経営しているのか」を忘れがちで

す。でもやはり、運転に目的地があるように、企業経営にも目指すべきものがあるはず

です。それでも、「目的地が分からない」というなら、その時は、せめて方向だけは定め

ましょう。進む方向さえ決めれば、そこから新たな経営の旅が始まりそうではありませ

んか。うちの事務所では経営計画書の作成をお勧めしています。 
経営計画書は企業の立ち位置が分かり、進むべき方向を示して 
くれます。来る 23 日に発表会をしますので、参考にしていた 
だければと思います。 



＜　池　原　＞

－　２　－

平成２４年１月１日から適用される税制改正の主なものです。 
 

介護医療保険の保険料控除の創設 

平成２４年より所得税の生命保険料控除額が改正されます。 

介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料等について、適用限度額 40,000 円の

所得控除が創設され、生命保険料控除の合計適用限度額が 120,000 円となります。 

【改正後の生命保険料控除限度額】 

 
一般生命保険料

介護医療保険料 
個人年金保険料 

  （H24 創設） 

 平 成 2 4 年 以 降 に 
４０,０００円 ４０,０００円 ４０,０００円 

締 結 し た 保 険 契 約 

 平 成 2 3 年 以 前 に 
５０,０００円 

 
５０,０００円 

 締 結 し た 保 険 契 約 

新契約 と旧契約の両方 
４０,０００円 ４０,０００円 ４０,０００円 

の 控 除 を 受 け る 場 合 

※平成２４年以降の年末調整、確定申告の際にご注意下さい。 
 

自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当については、その距離に応

じて、１ｶ月あたり一定額まで非課税とされています。 

 

上表のうち、片道１５㎞以上の場合にあっては、交通機関を利用した場合､運賃相当

額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額まで非課税を認める特例がありまし

たが、この特例が廃止されました。平成２４年１月以降の通勤手当から適用となり

ます。 

 

通勤距離片道：５０㎞ 

交通機関  ：電車通勤 

運賃相当額  ：40,000 円 

通勤手当   ：40,000 円 

 

交通用具を使用する人が受ける通勤手当の非課税限度額 

マイカーなどで通勤している人の非課税となる１ｶ月あたりの限度額 

片道の 

通勤距離 

２㎞ 

未満 

２㎞ 

10 ㎞ 

10 ㎞

15 ㎞

15 ㎞ 

25 ㎞ 

25 ㎞ 

35 ㎞ 

35 ㎞ 

45 ㎞ 

45 ㎞ 

以上 

１ ｶ月あ た り

の 限 度 額 

全 額 

課 税 

円 

4,100 

円

6,500

円

11,300

円

16,100

円 

20,900 

円 

24,500 

40,000円が非課税

 15,500 円が課税 

 
24,500 円が非課税 

新
契
約 

旧
契
約 

【改正前】 【改正後】 

～ ～ ～ ～ ～ 



－　３　－

＜　堀　田　＞

労働基準法に関するＱ＆Ａ（労働時間・休暇・休日関係）

日 を休 み と す る も のであって 、前もって 休日を振り替えた こと には なり ません。従って、休 日

　労働分の割増賃金を支払う必要があります。

Ｑ　振替休日と代休の違いは何ですか？

Ａ 「 休日の振り替え」 とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労

Ａ いわゆるパートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の条件を満たせば年次有給

　については、付与日数がフルタイムの方と異なります。

　　　8時間を超える場合は、少なくとも1時間

　　参考：厚生労働省ＨＰ　　　

動日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、その

かわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日 に労 働さ せた 日に

　ついては「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「 代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として 以後の特定の労働

休暇を取得する権利が発生します。ただし、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者

　労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。

　なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準という告示があります。 

Ｑ　休憩時間は法律で決まっていますか？

　　の休憩を与えなければならない、と定めています。

Ｑ　パートタイマーには、有休は無いと聞きましたが本当ですか？

Ａ　労働基準法第34条で、労働時間が

　　　6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分

Ａ 原則は労働基準法第32条で1 週間40 時間、1 日8 時間と決まっています。また、一定の条件を

Ｑ　勤務時間の上限は法律で決まっていますか？

満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度（ 1ヶ 月単位の変形労働制）や1 年の

労働時間を平均して 1 週40 時間にする制度（ 1 年単 位の 変形 労働 制） があり、これを超える



＜　倉　又　＞

－　４　－

私が小学生の頃行われていた古切手回収運動。今では、民間運送会社のメール便の普及により値

段が安いメール便が主流になり切手で送られてくる郵送物が少なくなった気がいたします。地元の

学校等でも古切手回収をするところは少なくなっているようです。しかし、現在も古切手を収集す

る機関があり寄付することで病院や福祉施設への助成がされる仕組があるようです。今回は古切手

を集めてボランティア活動につながるお話をご紹介いたします。 
 
●収集をしている団体名●  JIPP 特定非営利活動法人日本郵便文化振興機構 
              詳しくはＨＰにて http://www.jipp.jp/ 
 
＜利用方法＞  切手収集家・研究家に販売し、得られた資金はボランティア団体や学校、病院、

福祉施設などの運営のため、助成金として交付 
 
＜助成金対象となる事例＞ 

・小学校の図書委員会で使用済切手回収を行い、交付された助成金によって学校図書を購入す

る 
・病院内に使用済切手回収ボックスを設置し、交付された助成金によって車椅子を購入する

・NPO 法人が使用済切手回収を行い、交付された助成金によって備品を購入する 
・学校の PTA で使用済切手回収を行い、交付された助成金を学校創立○周年記念事業の資金

の一部に充当する 
・町内会のボランティア・サークルが使用済切手回収を行い、交付された助成金を地域の祭礼

費用の一部に充当する 
 

＜助成金額の目安＞ 
   10 キログラム（正味）の寄贈に対し、助成金 5,000 円の交付 
 
＜収集の流れ＞  
Ⅰ．切手の目打から 1 センチ程度余白を残してハサミで切り取る。 

（注）日本切手と外国切手は別々の袋に分ける事 
↓ 

Ⅱ．古切手を梱包して JIPPへ発送する。（送料は、送り主側が負担する） 
また、糸魚川では下記機関で収集していますのでそちらへ持込可。 
新潟県糸魚川市寺町４－３－１（ビーチホールまがたま内）糸魚川市ボランティアセンター

 
糸魚川ボランティアセンターでは古切手の他にも書損じ葉書や使用済みテレホンカードなど不

要になったものも回収しているようです。 
昨年、春に起きた東日本大震災によりボランティアに対する考え方が変わり皆様様々なボランテ

ィア活動にご協力いただいたかと思います。しかし復興するまでには多くの時間がかかります。ま

ずは些細な事から長く続けられるボランティアを見つけてみては如何でしょうか。 



－　５　－

＜　伊　藤　＞

年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与  

 
私の息子が本年８月にそれまで勤務していた会社を退職し、私の経営

する個人事業（青色申告）に専従者として従事することになりました。

本年中における息子の事業専従期間は６ヶ月未満ですが、この間に支

払った青色専従者給与は事業所得の計算上、必要経費に算入できます

か。  
 
 
                      
必要経費に算入して差し支えありません。  
青色事業専従者の判定にあたって、事業に専従する者が相当の理由

により事業主と生計を一にする親族として、その事業に従事すること

ができなかった期間がある場合には、従事可能期間の２分の１を超え

る期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。この「相当の理由」に

は就職や退職も含むと解されます。  
従いまして、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その２分の１を

超える期間、専ら従事している場合には、その間に支払った給与は青色事業専従者給

与として必要経費に算入されます。  

 

白色事業専従者が他に給与所得を有する場合  

 
私は源泉徴収の対象とならない白色事業専従者にかかるいわゆる

「みなし給与」の給与所得のほかに、源泉徴収の対象とされる一般的

な給与の支給を受けていますが、確定申告の必要がないものと理解し

て良いでしょうか。  

  
 

確定申告が必要です。  
「給与所得以外に所得があり、給与所得以外の所得が２０万円以下

であった場合は確定申告が不要」との所得税法第１２１条の規定は、

別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべき

ものではなく、その者のすべての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされる

べき場合においてのみ適用されるものです。  
ご質問の場合、白色事業専従者にかかるみなし給与も給与所得として計算されます

ので、合算したところでの確定申告が必要となります。  

 

参考：国税庁ＨＰ  



－　６　－

会社の広告お手伝いします!!

　　お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事
務所通信に同封いたします。お気軽にお申し付け下さい。

～　おもしろ雑学　～
　　　　　　　　　　　 恵 比 寿 さ ん

恵比寿さんは商売の神様だが、その由来は「古事記」にある。恵
比寿の神は、生まれつき骨なしで足が立たなかったので「お足が
出ない」「予算オーバーしない。損をしない」ということから商
売の守護神としてあがめられるようになった。

            教育モチベーションカレンダー　おもしろ雑学より（担当：原）

　　　お客様をご紹介ください！！
　　ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、企業経営
　　について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。

日　　時 研修内容 場　　所 講　　師 参加費

　

１月２３日（月）

午後１時２３分～

税理士　加藤輝守 5,000円

平成２４年度

経営計画発表会

月徳飯店



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
元　旦 年始休暇 年始休暇 仕事始め 　 　 伊藤・倉又

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
成人の日

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
経営計画発表会 　

２９ ３０ ３１
　

・網掛けの日が当事務所の休日です。

・土曜日も元気に営業しています。

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

１月１０日 　　　　平成２３年１月分源泉所得税・住民税の納付

１月２０日 　　　　源泉所得税の納付(納期の特例適用者）

１月３１日 　　　　平成２３年１１月決算法人の法人税等・消費税確定申告　納付

　　　　平成２４年５月決算法人の法人税等・消費税中間申告　納付

　　　　法定調書の提出（税務署）

　　　　給与支払報告書の提出（市区町村）

　　　　償却資産の申告(市区町村）

　

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

１月の税務

 １月（睦月）　Ｊａｎｕａｒｙ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あとがき 
 

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし

ます。昨年は大震災があり大変な一年でした。夏の節電対策が終っ

たら冬の節電対策、私も重ね着をしたり、設定温度を少し下げたり

して、ささやかですが節電に協力しています。 

 今年は辰年…竜は人々が困っている時に助けてくれるとある新

聞に書いてありました。復興に向けて明るい年になるよう願いたい

ものです。 

                    池 亀  
                             


